
要綱(S52～H10)
レクリ

エーショ
ン施設

下水道終
末

処理施設

面的複合
開　　発

県 国 県 国 県 国 県 国 県 国 県 国 県 国 県 国 県 国 県 県 県 県 国 県 国

3 2 0 1 1 0 1 2 1 0 3 0 1 0 20 0 3 1 35 12 0 14 0 94 6

法・条例(H11～)
レクリ

エーショ
ン施設

下水道終
末

処理施設

面的複合
開　　発

条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 法 条例 条例 条例 条例 法 条例 法

方法書等 2 2 2 2 2 3 1 7 1 3 18 7

準 備 書 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 4 1 15 6

 配慮書 1 0 1

方法書等 2 1 1 1 4 1 9 1

準 備 書 3 1 1 1 1 2 2 9 2

配慮書 1 0 1

方法書等 1 1 0

準 備 書 1 1 0

配慮書 1 0 1

方法書等 1 0 1

準 備 書 0 0

配慮書 0 0

方法書等 1 0 1

準 備 書 1 1 0

配慮書 0 0

方法書等 0 0

準 備 書 1 0 1

配慮書 0 0

方法書等 0 0

準 備 書 0 0

配慮書 0 0

方法書等 0 0

準 備 書 0 0

8 2 0 3 5 0 0 0 3 11 0 4 15 2 13 0 0 0 2 7 1 0 0 54 22

11 4 0 4 6 0 1 2 4 11 3 4 16 2 33 0 3 1 37 19 1 14 0 148 28

備考：対象事業として複数の事業種に該当する事業は、それぞれの事業種の区分に計上している。 令和８年３月末現在
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R7
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R4

そ の 他 総　　計

H11-
H24

廃 棄 物
処理施設

ダム・堰
放水路

飛行場
発 電 所

電気工作物
道　　路 鉄　　道

工業団地
工　　場

住宅団地
公有水面

埋立

小計

廃 棄 物
処理施設

ダム・堰
放水路

飛行場
発 電 所

電気工作物

R5

そ の 他 総　　計

環境影響評価処理状況

道　　路 鉄　　道
工業団地
工　　場

住宅団地
公有水面

埋立


